
児童館を利用する方は「児童館利用入館申請書」 

の提出が必要です。申請書の提出がなければ、 

利用できません。申請書は年度ごとの提出となって 

おります。ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

申請書は、児童館で配布しています。 

【令和３年４月１日発行】 
 

                                   

 
 

 

 
 

 

４月になり新年度がスタートしました。ご入学、ご進級おめでとうございます。 

     児童館では、子ども達に遊びや行事などを通して、色々なことを体験し楽しんで過ごしてもらえるように、 

そして、子ども達が安心して安全に過ごせる場所、環境作りを心掛けたいと思います。 

児童館を利用するときは、マスク着用など感染予防対策もよろしくお願いします。 

 

                                               

                                           

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外遊び－春休み・毎週土曜日を予定 

外遊びに参加する時は、サンダルではなくスニー 

カーなど動きやすい靴を履いて来てください。 

平川市尾上児童館 

平川市猿賀南田 96-3 

℡ 0172-57-5311 

（尾上地域福祉センター内） 児童館だより 

令和３年度 
児童館利用入館申請書について 

４ 月 の 予 定 

１７日(土) 進級おいわい会  

１０：３０～１１：４５ 

 

 

 

１７日（土） 進級おいわい会 １０：３０～１１：４５ 
 

 内容は「ゲーム」と「おたのしみ」です。 

「おたのしみ」は、児童館に駄菓子屋さんをオープン 

します。児童館発行のお金で買い物を楽しもう！ 
 

 参加費：１００円 

申込み：１０日(土)まで 
 

・申込用紙を配布しています。 

・電話での申込みも受付します。  

・駄菓子屋さんで買い物をするためのお金は必要 

 ありません。 

 

 
◆工作クラブ◆（年５回） 

季節の飾りやおもちゃを制作しよう！ 

６月、８月、１０月、１２月、２月 

第１土曜日(１０：００～) 

 
◆なぞときクラブ◆（年５回）  

問題を解いたり、自分でも作ってみよう！ 

５月、７月、９月、１１月、１月 

第１土曜日(１０：００～) 

 

参加費：無料 

参加する場合は、職員にお知らせください。 

今年度のクラブ 

風邪のような症状（発熱、せき、のどの痛み、鼻水など）がある場合、また、家族に 

体調不良の方がいる場合、児童館の利用を控えていただきますようお願いします。 

ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

      ４月からメール・LINEによる「メッセージ 

配信」を導入することとなり、毎月の児童 

館だよりを送信します。「メッセージ配信」登録のご案

内を配布していますので、申請書を提出している方

で、ご利用になりたい場合は、登録をお願いします。

また、児童館だよりは平川市社会福祉協議会のホー

ムページからもご覧いただけます。 

５月の予定  

１日(土) なぞときクラブ １０：００～１０：３０ 

       申込み：4/24(土)まで 

       

２２日(土) 館外活動 １０：００～１２：００ 

        猿賀公園へ遊びに行きます。 


